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○
中
小
企
業
等
の
経
営
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針

（
令
和
三
年
七
月
三
十
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号
）

最
終
改
正

令
和
七
年
五
月
三
十
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号

産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
等
の
経
営
強
化
に
関
す
る
基
本

方
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

中
小
企
業
等
の
経
営
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針

第
１
～
第
３

（
略
）

第
４

経
営
力
向
上

１

経
営
力
向
上
の
内
容
に
関
す
る
事
項

一

経
営
力
向
上

「
経
営
力
向
上
」
と
は
、
現
に
有
す
る
経
営
資
源
又
は
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
事
業
承
継
等
に
よ
り
他
の
事
業

者
か
ら
取
得
し
た
又
は
提
供
さ
れ
た
経
営
資
源
を
事
業
活
動
に
お
い
て
十
分
効
果
的
に
利
用
（
新
た
に
経
営
資
源
を
導
入
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す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
を
指
す
。
な
お
、
「
経
営
力
向
上
」
の
内
容
は
、
例
え
ば
、
現
に
有
す
る
経
営
資
源
を

利
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
し
、
他
の
事
業
者
か
ら
取
得
し
た
又
は
提
供

さ
れ
た
経
営
資
源
を
利
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

二

事
業
活
動
に
有
用
な
知
識
又
は
技
能
を
有
す
る
人
材
の
育
成

経
営
力
向
上
に
資
す
る
知
識
の
習
得
又
は
技
能
の
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
、
熟
練
技
能
者
の
技
能
承
継
の
た
め
の
教

育
訓
練
そ
の
他
の
事
業
者
が
そ
の
雇
用
す
る
従
業
員
に
対
し
て
実
施
す
る
教
育
訓
練
を
い
う
。

三

組
織
の
活
力
の
向
上
に
よ
る
人
材
の
有
効
活
用

従
業
員
の
健
康
増
進
に
資
す
る
取
組
を
含
む
職
場
環
境
の
整
備
改
善
又
は
従
業
員
の
適
正
な
評
価
そ
の
他
の
取
組
に
よ

り
、
従
業
員
の
離
職
率
低
下
又
は
意
欲
の
増
進
そ
の
他
組
織
の
活
力
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
従
業
員
の
能
力
を
有
効
活

用
す
る
こ
と
を
い
う
。

四

財
務
内
容
の
分
析
の
結
果
の
活
用

売
上
高
増
加
率
、
営
業
利
益
率
、
一
人
当
た
り
営
業
利
益
、
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
有
利
子
負
債
倍
率
、
営
業
運
転
資
本
回
転

期
間
、
自
己
資
本
比
率
そ
の
他
の
事
業
者
の
経
営
力
把
握
に
有
用
な
財
務
情
報
の
数
値
に
つ
い
て
把
握
し
、
適
切
な
非
財
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務
情
報
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
経
営
力
向
上
に
係
る
管
理
す
べ
き
指
標
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
指
標
に
よ
り
、

当
該
事
業
者
の
過
去
の
状
況
、
同
業
他
社
の
状
況
又
は
業
界
平
均
値
等
と
比
較
し
、
当
該
事
業
者
の
経
営
の
状
況
を
把
握

す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
情
報
を
、
事
業
計
画
の
策
定
や
事
業
活
動
に
活
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

五

商
品
又
は
役
務
の
需
要
の
動
向
に
関
す
る
情
報
の
活
用

客
層
ご
と
の
購
買
傾
向
の
情
報
そ
の
他
の
商
品
又
は
役
務
の
需
要
の
動
向
を
把
握
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
情
報
を
事
業

活
動
に
活
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

六

経
営
能
率
の
向
上
の
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用

既
製
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
導
入
（
特
に
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
や
会
計
、
人
事
労
務
、
販
売
管
理
等
の
基
幹
業
務
シ
ス

テ
ム
の
一
括
導
入
）
そ
の
他
の
経
営
能
率
の
向
上
の
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
い
う
。

七

経
営
資
源
の
組
合
せ

商
品
の
生
産
若
し
く
は
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
方
法
を
効
率
化
す
る
た
め
、
現
に
有
す
る
経
営
資
源
及
び
他
の
事
業

者
か
ら
取
得
し
た
又
は
提
供
さ
れ
た
経
営
資
源
を
有
効
に
組
み
合
わ
せ
て
一
体
的
に
活
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

２

経
営
力
向
上
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項
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一

計
画
期
間

計
画
期
間
は
三
年
間
な
い
し
五
年
間
と
す
る
。

二

要
件

イ

現
に
有
す
る
経
営
資
源
を
利
用
す
る
場
合

労
働
生
産
性
の
向
上
を
支
援
に
当
た
っ
て
の
判
断
基
準
と
す
る
。

労
働
生
産
性
に
つ
い
て
、
五
年
間
の
計
画
の
場
合
、
計
画
期
間
で
あ
る
五
年
後
ま
で
の
目
標
伸
び
率
が
二
％
以
上
の

も
の
を
求
め
る
。
計
画
期
間
が
三
年
間
の
場
合
は
一
％
以
上
の
目
標
を
、
四
年
間
の
場
合
は
一
・
五
％
以
上
の
目
標
を

求
め
る
。

た
だ
し
、
業
種
又
は
事
業
規
模
等
を
勘
案
し
て
弾
力
的
に
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
。

な
お
、
計
画
期
間
が
終
了
し
た
時
点
で
の
労
働
生
産
性
の
値
は
正
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
。

特
定
事
業
者
等
は
、
労
働
者
数
を
削
減
す
る
の
で
は
な
く
、
営
業
利
益
、
人
件
費
及
び
減
価
償
却
費
の
合
計
を
増
加

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
労
働
生
産
性
の
向
上
を
達
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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地
域
の
中
核
的
な
企
業
を
中
心
と
し
た
取
組
に
係
る
申
請
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
ー

プ
全
体
と
し
て
の
経
営
指
標
又
は
参
加
者
個
々
の
経
営
指
標
の
い
ず
れ
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
本
指
標
は
、
今
後
、
運
用
の
状
況
や
景
気
の
動
向
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
す
も
の
と
す
る
。

注
）
労
働
生
産
性
と
は
、
営
業
利
益
、
人
件
費
及
び
減
価
償
却
費
の
合
計
を
、
労
働
投
入
量
（
労
働
者
数
又
は
労
働

者
数×
一
人
当
た
り
年
間
就
業
時
間
）
で
除
し
た
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。

ロ

他
の
事
業
者
か
ら
取
得
し
た
又
は
提
供
さ
れ
た
経
営
資
源
を
利
用
す
る
場
合

事
業
承
継
の
促
進

(1)

特
定
事
業
者
等
が
事
業
承
継
等
（
法
第
二
条
第
十
項
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
支
援
対
象
と
す
る
。

①

事
業
の
継
続
が
困
難
で
あ
る
他
の
事
業
者
の
事
業
を
承
継
す
る
も
の
の
う
ち
、
事
業
の
経
営
の
承
継
を
伴
う
取

組
②

他
の
事
業
者
の
事
業
を
承
継
す
る
も
の
の
う
ち
、
事
業
承
継
等
に
よ
る
経
営
資
源
の
組
合
せ
を
通
じ
た
労
働
生

産
性
の
向
上
を
目
的
と
す
る
取
組
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経
営
指
標

(2)

労
働
生
産
性
の
向
上
を
支
援
に
当
た
っ
て
の
判
断
基
準
と
す
る
。

労
働
生
産
性
に
つ
い
て
、
五
年
間
の
計
画
の
場
合
、
計
画
期
間
で
あ
る
五
年
後
ま
で
の
目
標
伸
び
率
が
二
％
以
上

の
も
の
を
求
め
る
。
計
画
期
間
が
三
年
間
の
場
合
は
一
％
以
上
の
目
標
を
、
四
年
間
の
場
合
は
一
・
五
％
以
上
の
目

標
を
求
め
る
。

た
だ
し
、
業
種
又
は
事
業
規
模
等
を
勘
案
し
て
弾
力
的
に
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。

な
お
、
計
画
期
間
が
終
了
し
た
時
点
で
の
労
働
生
産
性
の
値
は
正
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
。

特
定
事
業
者
等
は
、
労
働
者
数
を
削
減
す
る
の
で
は
な
く
、
営
業
利
益
、
人
件
費
及
び
減
価
償
却
費
の
合
計
を
増

加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
労
働
生
産
性
の
向
上
を
達
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

地
域
の
中
核
的
な
企
業
を
中
心
と
し
た
取
組
に
係
る
申
請
そ
の
他
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
グ

ル
ー
プ
全
体
と
し
て
の
経
営
指
標
又
は
参
加
者
個
々
の
経
営
指
標
の
い
ず
れ
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
。
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な
お
、
本
指
標
は
、
今
後
、
運
用
の
状
況
や
景
気
の
動
向
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
す
も
の
と
す
る
。

三

売
上
高
が
百
億
円
を
超
え
る
ま
で
の
目
標
期
間

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
第
十
六
条
第
三
項
の
経
済
産
業
大

臣
の
確
認
を
受
け
て
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
特
定
事
業
者
等
は
、
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業

の
実
施
を
通
じ
て
百
億
円
を
超
え
る
売
上
高
を
目
指
す
期
間
（
以
下
「
目
標
期
間
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
る
も
の
と
す

る
。
な
お
、
目
標
期
間
は
十
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

四

経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
の
実
施
に
当
た
り
留
意
す
べ
き
事
項

特
定
事
業
者
等
は
、
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
を
行
う
に
先
立
ち
、
「
ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
」
等
を
用
い
て
自
社

の
現
状
を
具
体
的
に
分
析
し
、
経
営
課
題
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
を
的
確
に
実
施
す
る
た

め
、
当
該
事
業
が
経
営
課
題
の
解
決
に
資
す
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
も
の
と
す
る
。

３

海
外
に
お
い
て
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
国
内
の
事
業
基
盤
の
維
持
そ
の
他
経
営
力
向
上
の

促
進
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

一

国
内
の
事
業
基
盤
の
維
持
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国
は
、
海
外
に
お
け
る
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
が
行
い
や
す
い
事
業
環
境
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
中
小
企
業
等

が
国
内
に
お
い
て
本
社
の
維
持
等
に
努
め
る
よ
う
促
す
。

二

雇
用
へ
の
配
慮

国
は
、
人
員
削
減
を
目
的
と
し
た
取
組
を
計
画
認
定
の
対
象
と
し
な
い
等
、
雇
用
の
安
定
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

組
織
再
編
行
為
が
従
業
員
等
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
こ
と
に
鑑
み
、
事
業
承
継
等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
に
配

慮
す
る
も
の
と
す
る
。

三

申
請
手
続
の
簡
素
化

国
は
、
申
請
手
続
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
利
用
促
進
に
努
め
る
。

四

地
域
経
済
の
健
全
な
発
展

国
は
、
地
域
経
済
の
健
全
な
発
展
に
配
慮
す
る
た
め
、
地
域
経
済
や
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
維
持
・
強
化
に
資
す
る
事

業
承
継
等
に
係
る
取
組
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

五

計
画
進
捗
状
況
に
つ
い
て
の
調
査

国
は
、
経
営
力
向
上
計
画
の
進
捗
状
況
を
調
査
し
、
把
握
す
る
。
ま
た
、
経
営
力
向
上
計
画
の
進
捗
状
況
を
事
業
者
自
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ら
定
期
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
推
奨
し
、
事
業
者
の
行
っ
た
自
己
評
価
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
。

六

外
部
専
門
家
の
活
用

国
は
、
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
、
計
画
進
捗
状
況
の
調
査
及
び
指
導
・
助
言
に
際
し
て
は
、
そ
の
事
業
内
容
及
び
経

営
目
標
が
適
切
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
、
必
要
に
応
じ
て
認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
機
関
及
び
認
定

経
営
革
新
等
支
援
機
関
そ
の
他
の
専
門
家
の
知
見
を
活
用
す
る
。

七

信
頼
性
の
あ
る
計
算
書
類
等
の
作
成
及
び
活
用
の
推
奨

国
は
、
中
小
企
業
等
に
会
計
の
定
着
を
図
り
、
会
計
の
活
用
を
通
じ
た
経
営
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
加
え
、
中
小
企

業
等
が
作
成
す
る
計
算
書
類
等
の
信
頼
性
を
確
保
し
て
、
資
金
調
達
力
を
向
上
さ
せ
、
中
小
企
業
等
の
財
務
経
営
力
の
強

化
を
図
る
こ
と
が
、
経
営
力
向
上
の
促
進
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
中
小
企
業
等
に
対
し
、
「
中
小
企
業

の
会
計
に
関
す
る
基
本
要
領
」
又
は
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
そ
の
他
の
会
計
ル
ー
ル
に
拠
っ
た
信
頼
性
の

あ
る
計
算
書
類
等
の
作
成
及
び
活
用
を
推
奨
す
る
。

八

Ｉ
Ｔ
、
デ
ー
タ
等
の
活
用
の
促
進

国
は
、
中
小
企
業
等
の
経
営
力
向
上
に
向
け
た
自
動
化
、
遠
隔
対
応
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
革
新
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
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テ
ィ
対
策
そ
の
他
の
取
組
の
促
進
に
当
た
っ
て
、
業
種
毎
の
特
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
各
種
支
援
機
関
や
取
引
先
等
を
通
じ

た
面
的
な
働
き
か
け
や
共
通
基
盤
の
構
築
等
を
通
じ
て
、
中
小
企
業
等
に
よ
る
Ｉ
Ｔ
、
デ
ー
タ
等
を
活
用
し
た
生
産
性
の

向
上
に
係
る
取
組
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

九

中
小
企
業
等
の
規
模
に
応
じ
た
計
画
認
定

国
は
、
中
小
企
業
等
に
よ
る
幅
広
い
取
組
を
促
す
た
め
、
中
小
企
業
等
の
規
模
に
応
じ
て
柔
軟
に
計
画
認
定
を
行
う
も

の
と
す
る
。

十

中
小
企
業
等
の
事
業
承
継
の
円
滑
化
等
に
向
け
た
環
境
整
備

国
は
、
中
小
企
業
等
が
事
業
承
継
を
契
機
と
し
て
経
営
力
向
上
に
向
け
た
取
組
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
中
小
企

業
等
が
事
業
承
継
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
円
滑
な
廃
業
に
向
け
た
環
境
整
備
を
行

う
も
の
と
す
る
。

十
一

計
画
認
定
の
対
象

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

法
人
が
作
成
す
る
経
営
力
向
上
計
画
に
つ
い
て
は
、
医
業
又
は
歯
科
医
業
の
み
に
係
る
計
画
に
つ
い
て
認
定
の
対
象
と
す
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る
。

４

事
業
分
野
別
指
針
に
関
す
る
事
項

事
業
分
野
別
指
針
に
係
る
事
業
分
野
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
（
以
下
「
事
業
所
管
大
臣
」
と
い
う
。
）
が
、
事

業
分
野
別
指
針
を
定
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

現
状
認
識

市
場
規
模
、
市
場
の
動
向
、
企
業
規
模
の
分
布
そ
の
他
の
当
該
事
業
分
野
の
経
営
力
向
上
に
係
る
定
性
的
及
び
定
量
的

な
事
実
及
び
動
向

二

経
営
力
向
上
の
内
容
に
関
す
る
事
項

経
営
力
向
上
に
取
り
組
む
特
定
事
業
者
等
が
参
考
と
す
べ
き
事
業
者
の
規
模
等
に
応
じ
た
取
り
組
む
べ
き
具
体
的
事
項

三

経
営
力
向
上
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

当
該
事
業
分
野
の
特
性
を
考
慮
し
て
設
定
さ
れ
る
経
営
力
向
上
に
係
る
指
標
及
び
当
該
指
標
に
係
る
特
定
事
業
者
等
が

目
標
と
す
べ
き
数
値
等

な
お
、
事
業
分
野
別
指
針
に
お
い
て
は
、
基
本
方
針
に
定
め
る
指
標
及
び
目
標
と
異
な
る
指
標
及
び
目
標
を
定
め
る
こ
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と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
所
管
大
臣
は
、
基
本
方
針
に
定
め
る
指
標
又
は
目
標
と
異
な
る

指
標
又
は
目
標
を
定
め
る
理
由
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

四

海
外
に
お
い
て
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
国
内
の
事
業
基
盤
の
維
持
そ
の
他
経
営
力
向
上

の
促
進
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

３
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

五

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
に
関
す
る
事
項

第
５
の
４
か
ら
６
ま
で
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５

事
業
再
編
投
資
の
内
容
に
関
す
る
事
項

一

事
業
再
編
投
資

「
事
業
再
編
投
資
」
と
は
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年

法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
中
小
企
業
者

等
に
対
す
る
投
資
事
業
（
主
と
し
て
経
営
力
向
上
（
事
業
承
継
等
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
図
る
中
小
企
業
者
等
に
対

す
る
も
の
）
で
あ
っ
て
、
当
該
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
経
営
資
源
を
高
度
に
利
用
す
る
方
法
に
係
る
指
導
を
伴
う
こ
と
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が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。

二

投
資
先
に
関
し
て
満
た
す
べ
き
条
件

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
。

イ

そ
の
経
営
又
は
株
式
若
し
く
は
持
分
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
者
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
等
に
直
面
し
て
い

る
中
小
企
業
者
等
で
あ
っ
て
、
当
該
株
式
又
は
持
分
の
承
継
を
通
じ
て
、
当
該
中
小
企
業
者
等
の
経
営
の
承
継
を
図
る

も
の
。

ロ

中
小
企
業
者
等
で
あ
っ
て
、
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
投
資
を
実
施
し
た
後
の
資
本
金
額
が
一
億
円
を
超
え

る
も
の
。

三

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
要
件

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
が
、
当
該
事
業
再
編
投
資
の
実
施
に
関
し
必
要
な
能
力
及
び
実

績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
、
認
定
事
業
再
編
投
資
計
画
に
従
っ
て
行
う
投
資
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
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業
の
み
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
の
有
す
る
出
資
口
数
が
、
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
出

資
口
数
の
総
数
の
一
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
有
す
る
出
資
口
数
が
、
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
出
資
口
数
の

総
数
の
二
十
六
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ホ

当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
、
主
と
し
て
第
二
号
イ
に
定
め
る
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
投
資
を
行
う
も
の
で

あ
る
こ
と
。

６

事
業
再
編
投
資
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

一

計
画
期
間

計
画
期
間
は
十
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

二

目
標
指
標

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
内
部
収
益
率
の
目
標
と
し
て
、
五
％
以
上
の
目
標
を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

７

そ
の
他
事
業
再
編
投
資
の
促
進
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項
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一

中
小
企
業
者
等
の
自
主
的
な
取
組
の
尊
重

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
は
、
事
業
再
編
投
資
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
一
方
的
に
中
小
企
業
者
等
の
経

営
に
関
す
る
方
針
を
決
定
す
る
こ
と
な
く
、
中
小
企
業
者
等
の
意
思
決
定
を
十
分
に
尊
重
し
、
中
小
企
業
者
等
が
自
ら
行

う
取
組
と
整
合
性
の
と
れ
た
方
法
で
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
。

二

事
業
承
継
等
に
関
す
る
助
言
等

国
は
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
、
中
小
企
業
者
等
が
事
業
承
継
に
関
す
る
計
画
等
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
助

言
等
を
行
う
こ
と
を
促
す
。

三

計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
の
調
査

国
は
、
事
業
再
編
投
資
計
画
の
進
捗
状
況
を
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
自
ら
定
期
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
推
奨
し
、
投

資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
行
っ
た
自
己
評
価
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
。

四

事
業
再
編
投
資
の
円
滑
化
に
向
け
た
環
境
整
備

国
は
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
事
業
再
編
投
資
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
環
境
整
備
を
す
る
も
の
と

す
る
。
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第
５

経
営
革
新
及
び
経
営
力
向
上
の
支
援
体
制
の
整
備

１

経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

中
小
企
業
等
の
経
営
革
新
の
た
め
の
事
業
又
は
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
を
支
援
す
る
た
め
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を

実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
税
務
、
金
融
及
び
企
業
の
財
務
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
や
中
小
企
業
等
に
対
す
る
支
援
に
関

し
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
に
係
る
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
含
む
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る
者
に
よ
り
、
次

に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

経
営
革
新
又
は
経
営
力
向
上
計
画
を
行
お
う
と
す
る
中
小
企
業
等
の
財
務
状
況
、
事
業
分
野
ご
と
の
将
来
性
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
見
通
し
、
国
内
外
の
市
場
動
向
等
の
経
営
資
源
の
内
容
、
財
務
内
容
そ
の
他
経
営
の
状
況
に
関
す
る
調

査
・
分
析

二

調
査
・
分
析
の
結
果
等
に
基
づ
く
中
小
企
業
等
の
経
営
革
新
の
た
め
の
事
業
又
は
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
の
計
画

（
経
営
改
善
計
画
、
資
金
計
画
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
計
画
等
）
の
策
定
に
係
る
き
め
細
か
な
指
導
及
び
助
言
並
び
に

経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
の
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
促
進

三

中
小
企
業
等
の
経
営
革
新
の
た
め
の
事
業
又
は
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
の
計
画
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
の
き
め
細
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か
な
指
導
及
び
助
言

２

経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

一

経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を

長
期
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
組
織
体
制
（
管
理
組
織
、
人
的
配
置
等
）
及
び
事
業
基
盤
（
財
務

状
況
の
健
全
性
、
窓
口
と
な
る
拠
点
、
適
切
な
運
営
の
確
保
等
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を

長
期
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
基
盤
（
財
務
状
況
の
健
全
性
、
窓
口
と
な
る
拠
点
、
適
切
な

運
営
の
確
保
等
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
は
、
自
ら
の
規
模
・
特
性
等
を
踏
ま
え
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
体
制
を
構

築
す
る
こ
と
。

四

経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
が
中
核
と
な
っ
て
、
実
質
的
に
人
材
管
理
の
適
切
な
実
施
等
を
通
じ
、
自
ら
の
監
督

と
責
任
の
下
に
下
部
組
織
等
を
活
用
し
て
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
実
施
す
る
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

３

経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項
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一

国
が
配
慮
す
べ
き
事
項

イ

国
は
、
地
域
に
お
け
る
中
小
企
業
等
の
支
援
の
担
い
手
を
多
様
化
・
活
性
化
し
、
中
小
企
業
等
に
対
し
て
専
門
性
の

高
い
支
援
を
行
う
た
め
の
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ロ

国
は
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
、
必
要
な
制
度
概
要
等
の
周
知
徹
底
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ハ

国
は
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
が
認
定
の
申
請
を
行
う
際
に
必
要
と
な
る
書
類
の
簡
素
化
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

ニ

国
は
、
名
前
貸
し
業
務
や
単
な
る
窓
口
業
務
等
の
形
骸
化
し
た
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
認
定
経
営
革
新
等
支

援
機
関
が
生
じ
ぬ
よ
う
、
そ
の
業
務
の
適
正
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
が
行
う
経
営
革

新
等
支
援
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
、
商
工
会
等
か
ら
必
要
に
応
じ
、
主
務
大
臣
に
報
告
で
き
る
よ
う
報
告
体
制
を
整
備

す
る
も
の
と
す
る
。

ホ

国
は
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
に
対
し
て
、
政
策
評
価
の
観
点
か
ら
、
定
期
的
に
経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実

施
状
況
や
成
果
に
つ
い
て
、
任
意
の
調
査
等
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

ヘ

国
は
、
商
工
会
等
か
ら
の
報
告
内
容
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
に
対
す
る
任
意
の
調
査
等
の
結
果
、
個
々
の
認
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定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
の
経
営
革
新
等
支

援
業
務
の
成
果
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
等
に
よ
り
、
当
該
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
に
よ
る
支
援
体
制
の
状
況
等

を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。

ト

国
は
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
の
最
新
の
活
動
実
態
等
を
把
握
し
、
中
小
企
業
等
が
各
認
定
経
営
革
新
等
支
援

機
関
の
実
績
や
支
援
事
例
を
把
握
し
、
適
切
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
を
選
定
で
き
る
よ

う
情
報
提
供
を
行
う
。

チ

国
は
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
績
等
が
乏
し
い
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
、
必
要
な
研
修
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
構
築
す
る
も
の
と
す
る
。

二

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
が
配
慮
す
べ
き
事
項

イ

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
は
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
を
実
施
し
た
中
小
企
業
等
に
対
す
る
案
件
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
を
実
施
す
る
こ
と
。
ま
た
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
は
中
小
企
業
等
に
対
し
、
補
助
金
等
（
国
又
は
地
方

公
共
団
体
か
ら
交
付
さ
れ
た
補
助
金
、
負
担
金
、
利
子
補
給
金
そ
の
他
相
当
の
反
対
給
付
を
受
け
な
い
給
付
金
を
い

い
、
こ
れ
ら
を
財
源
と
し
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
か
ら
交
付
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
支



- 20 -

援
を
実
施
し
た
場
合
は
、
補
助
事
業
期
間
（
当
該
補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
る
期
間
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
後
の
一
定

期
間
に
お
い
て
、
当
該
中
小
企
業
等
の
事
業
の
遂
行
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
。

ロ

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
は
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
合
理
的
な
理
由
な
く
、
特
定
の
事

業
者
を
支
援
対
象
か
ら
外
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ハ

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
は
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
円
滑
な
実
施
の
観
点
か
ら
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機

関
相
互
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
外
部
支
援
機
関
（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日

本
貿
易
振
興
機
構
、
認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
等
）
等
の
知
見
を
活
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
者
と
連
携
を
図

る
こ
と
。

ニ

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
は
、
業
務
上
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
に
よ
る
信
頼
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

ホ

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
は
、
中
小
企
業
等
に
会
計
の
定
着
を
図
り
、
会
計
の
活
用
を
通
じ
た
経
営
力
の
向
上
を

図
る
こ
と
に
加
え
、
中
小
企
業
等
が
作
成
す
る
計
算
書
類
等
の
信
頼
性
を
確
保
し
て
、
資
金
調
達
力
の
向
上
を
促
進
さ

せ
る
こ
と
が
、
中
小
企
業
等
の
財
務
経
営
力
の
強
化
に
資
す
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
中
小
企
業
等
に
対
し
、
「
中

小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
基
本
要
領
」
又
は
「
中
小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
指
針
」
そ
の
他
の
会
計
ル
ー
ル
に
拠
っ
た
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信
頼
性
の
あ
る
計
算
書
類
等
の
作
成
及
び
活
用
を
推
奨
す
る
こ
と
。

ヘ

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
は
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
「
ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
」
の

指
標
を
は
じ
め
と
し
た
財
務
・
非
財
務
の
基
本
事
項
に
つ
い
て
中
小
企
業
等
と
認
識
を
共
有
し
、
必
要
な
支
援
策
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
中
小
企
業
等
が
「
ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
」
を
活
用
す
る
こ
と
を
促
す
こ
と
。

ト

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
は
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
「
事
業
承
継
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
及

び
「
中
小
Ｍ
＆
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
踏
ま
え
て
、
中
小
企
業
等
に
対
し
て
、
Ｍ
＆
Ａ
を
通
じ
た
第
三
者
へ
の
事
業
引

継
ぎ
を
含
む
計
画
的
な
事
業
承
継
に
向
け
た
取
組
を
促
す
こ
と
に
よ
り
、
中
小
企
業
等
の
事
業
承
継
を
契
機
と
し
た
経

営
力
向
上
を
支
援
す
る
こ
と
。

注
）
「
事
業
承
継
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
は
、
中
小
企
業
等
が
円
滑
に
事
業
承
継
を
行
う
た
め
の
手
引
き
で
あ
る
。
事

業
承
継
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
や
、
親
族
内
承
継
、
従
業
員
承
継
、
合
併
、
買
収
に
よ
る
承
継
等
の

事
業
承
継
方
法
ご
と
の
具
体
的
な
対
策
等
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
る
。

「
中
小
Ｍ
＆
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
は
、
後
継
者
不
在
の
中
小
企
業
等
の
適
切
な
Ｍ
＆
Ａ
の
促
進
を
図
る
た
め

の
指
針
で
あ
る
。
一
般
的
な
手
続
の
流
れ
の
解
説
等
を
含
む
後
継
者
不
在
の
中
小
企
業
等
向
け
の
手
引
き
と
、
Ｍ
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＆
Ａ
専
門
業
者
の
行
動
指
針
の
策
定
等
を
含
む
支
援
機
関
向
け
の
基
本
事
項
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

チ

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
は
、
経
営
革
新
等
支
援
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
経
営
課
題
の
解
決
に
偏
る
こ
と
な

く
、
経
営
課
題
を
適
切
に
設
定
す
る
こ
と
も
意
識
し
、
対
話
を
通
じ
て
経
営
課
題
及
び
そ
の
経
営
課
題
を
解
決
す
る
た

め
の
方
策
に
対
す
る
経
営
者
等
の
納
得
を
促
す
こ
と
に
よ
り
、
中
小
企
業
等
の
自
発
的
な
経
営
革
新
又
は
経
営
力
向
上

を
図
る
こ
と
。

三

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
配
慮
す
べ
き
事
項

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
は
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
の
依
頼
に
応
じ
て
、
技
術
、
海
外
展
開
、

広
域
的
販
路
開
拓
、
商
業
活
性
化
、
知
財
管
理
等
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
専
門
家
の
派
遣
等
の
協
力
業
務
を
行

う
こ
と
。

４

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

中
小
企
業
等
の
経
営
力
向
上
に
係
る
取
組
を
支
援
す
る
た
め
、
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
実
施
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
当
該
事
業
分
野
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
や
中
小
企
業
等
に
対
す
る
支
援
に
関
し
、
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上

推
進
業
務
に
相
当
す
る
業
務
に
係
る
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
含
む
三
年
以
上
の
普
及
啓
発
及
び
研
修
又
は
調
査
研
究
に
係
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る
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る
者
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

当
該
事
業
分
野
に
お
け
る
事
業
分
野
別
指
針
に
定
め
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
普
及
啓
発
及
び
研
修

当
該
事
業
分
野
に
属
す
る
中
小
企
業
等
が
経
営
力
向
上
の
取
組
を
効
果
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
そ
の
模
範
と
な
る
取

組
（
新
た
な
手
法
や
成
功
事
例
等
）
に
係
る
情
報
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発
及
び
研
修
に
よ
る
教
育
訓
練
を
行
う
こ
と
。

二

当
該
事
業
分
野
に
お
け
る
経
営
力
向
上
に
関
す
る
最
新
の
知
見
の
充
実
を
図
る
た
め
、
こ
れ
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、

整
理
及
び
分
析
並
び
に
調
査
研
究

経
営
力
向
上
の
模
範
と
な
る
取
組
に
係
る
情
報
を
継
続
的
に
収
集
し
、
整
理
し
及
び
分
析
し
、
必
要
な
調
査
研
究
を
行

う
こ
と
。

５

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

一

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
行
う
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
事
業
分
野
別

経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
組
織
体
制
（
管
理
組
織
、
人
的
配
置

等
）
及
び
事
業
基
盤
（
財
務
状
況
の
健
全
性
、
窓
口
と
な
る
拠
点
等
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
行
う
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
行
お
う
と
す
る
事
業
分
野
別
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経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
基
盤
（
財
務
状
況
の
健
全
性
、
窓

口
と
な
る
拠
点
等
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
行
う
者
は
、
自
ら
の
規
模
・
特
性
等
を
踏
ま
え
、
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推

進
業
務
の
実
施
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

四

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
行
う
者
が
中
核
と
な
っ
て
、
実
質
的
に
人
材
管
理
の
適
切
な
実
施
等
を
通
じ
、

自
ら
の
監
督
と
責
任
の
下
に
下
部
組
織
等
を
活
用
し
て
、
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
実
施
す
る
体
制
を
有
し

て
い
る
こ
と
。

６

事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

一

国
が
配
慮
す
べ
き
事
項

イ

国
は
、
地
域
に
お
け
る
中
小
企
業
等
の
支
援
の
担
い
手
を
多
様
化
・
活
性
化
し
、
中
小
企
業
等
に
対
し
て
専
門
性
の

高
い
支
援
を
行
う
た
め
の
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ロ

国
は
、
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
、
必
要
な
制
度
概
要
等
の
周
知
徹
底
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。
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ハ

国
は
、
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
を
行
う
者
が
認
定
の
申
請
を
行
う
際
に
必
要
と
な
る
書
類
の
簡
素
化
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

ニ

国
は
、
認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
機
関
に
対
し
て
、
政
策
評
価
の
観
点
か
ら
、
定
期
的
に
事
業
分
野
別
経

営
力
向
上
推
進
業
務
の
実
施
状
況
や
成
果
に
つ
い
て
、
任
意
の
調
査
等
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

ホ

国
は
、
認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
機
関
に
対
す
る
任
意
の
調
査
等
の
結
果
、
個
々
の
認
定
事
業
分
野
別
経

営
力
向
上
推
進
機
関
の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
機
関
の
事
業
分

野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
の
成
果
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
等
に
よ
り
、
当
該
認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進

機
関
に
よ
る
支
援
体
制
の
状
況
等
を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。

二

認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
機
関
が
配
慮
す
べ
き
事
項

イ

認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
機
関
は
、
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
合
理
的

な
理
由
な
く
、
特
定
の
事
業
者
を
支
援
対
象
か
ら
外
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ロ

認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
機
関
は
、
業
務
上
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
に
よ
る
信
頼
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

三

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
配
慮
す
べ
き
事
項
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独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
は
、
認
定
事
業
分
野
別
経
営
力
向
上
推
進
機
関
の
依
頼
に
応
じ
て
、
技
術
、

海
外
展
開
、
広
域
的
販
路
開
拓
、
商
業
活
性
化
、
知
財
管
理
等
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
専
門
家
の
派
遣
等
の
協

力
業
務
を
行
う
こ
と
。

７

情
報
処
理
支
援
業
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

経
営
能
率
の
相
当
程
度
の
向
上
を
行
お
う
と
す
る
中
小
企
業
等
に
対
す
る
情
報
処
理
を
行
う
方
法
に
係
る
指
導
、
助
言
、

情
報
の
提
供
そ
の
他
の
情
報
処
理
に
関
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

８

情
報
処
理
支
援
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

一

行
お
う
と
す
る
情
報
処
理
支
援
業
務
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
組
織
体
制
（
管
理
組

織
、
人
的
配
置
等
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

行
お
う
と
す
る
情
報
処
理
支
援
業
務
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
基
盤
（
財
務
状
況

の
健
全
性
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

９

情
報
処
理
支
援
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

一

国
等
が
配
慮
す
べ
き
事
項
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イ

国
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
は
、
情
報
処
理
支
援
業
務

を
行
う
者
に
対
し
て
、
必
要
な
制
度
概
要
等
の
周
知
徹
底
に
努
め
、
中
小
企
業
等
の
経
営
能
率
の
相
当
程
度
の
向
上
の

た
め
の
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ロ

国
は
、
情
報
処
理
支
援
業
務
を
行
う
者
の
認
定
の
申
請
等
に
係
る
手
続
の
簡
素
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
が
配
慮
す
べ
き
事
項

イ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
自
ら
が
支
援
を
行
っ
た
中
小
企
業
等
の
状
況
の
把
握
を
行
い
、
実
施
し
た
情
報
処
理

支
援
業
務
の
効
果
の
測
定
に
努
め
る
こ
と
。

ロ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
情
報
処
理
支
援
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
合
理
的
な
理
由
な
く
、
特
定
の
事
業
者

を
支
援
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ハ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
情
報
処
理
支
援
業
務
の
円
滑
な
実
施
の
観
点
か
ら
、
経
営
革
新
等
支
援
機
関
と
の
連

携
を
図
る
と
と
も
に
、
外
部
支
援
機
関
（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進

機
構
等
）
の
知
見
を
活
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
者
と
連
携
を
図
る
こ
と
。

ニ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
業
務
上
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
に
よ
る
信
頼
の
確
保
を
図
る
こ
と
。



- 28 -

ホ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
自
ら
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

ヘ

認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
は
、
中
小
企
業
等
が
複
数
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ
せ
て
利
用
で
き
る
よ
う
、
ま

た
、
異
な
る
情
報
サ
ー
ビ
ス
へ
の
移
行
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
を
す
る
こ
と
。

第
６
・
第
７

（
略
）

附

則

（
略
）


